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参照条文 

 

○消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）（抄） 

（目的）  

第一条 この法律は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣

による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実

施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消

費者事故等の調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずること

により、関係法律による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる

社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義）  

第二条 （略）  

２～７ （略）  

８ この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、第五項第三号に掲げる事態のうち、同号に定め

る行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多

数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。  

一 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が消費者に対して示す商

品、役務、権利その他の取引の対象となるものの内容又は取引条件が実際のものと著しく異なるもの  

二 前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益を侵害することとなる 不当な取引であって、政

令で定めるもの  

 

（消費者事故等の発生に関する情報の通知）  

第十二条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した

旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当

該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。 

２ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等（重大事故等を

除く。）が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る

商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が

拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めると

きは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当該

消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。  

３ 前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。  

一 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他の法律の規定

により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなければならないこととされているも

の  

イ 行政機関の長 内閣総理大臣 

ロ 都道府県知事 行政機関の長 

ハ 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事 

ニ 国民生活センターの長 行政機関の長 

二 前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなければならないこ

ととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者（前号に該当する者を除

く。）  

三 前二号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で定める者（前二号に該当する者を除く。）  

４ 第一項又は第二項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの

長が、これらの規定による通知に代えて、内閣総理大臣及び当該通知をしなければならないこととされ

ている者が電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
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う。）を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めものを講

じたときは、当該通知をしたものとみなす。 

 

（資料の提供要求等）  

第十四条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による情報の集約及び分析並びにその結果の取りまとめを

行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの

長その他の関係者（第三十五条及び第三十八条第二項において「関係行政機関の長等」という。）に対

し、資料の提供、意見の表明、消費者事故等の原因の究明のために必要な調査、分析又は検査の実施そ

の他必要な協力を求めることができる。  

２ 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又は消費者事故等による被害の拡大の防止を図るため必要があ

ると認めるときは、関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、消費者事故等に関して必要な報告を求

めることができる。  

 

（消費者への注意喚起）  

第三十八条 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規

定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事

故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生（以下「消費者

被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、

当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防

止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。  

２ 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による

通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は

拡大の防止を図るために相当であると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、消費者被害の発生又

は拡大の防止に資する情報を提供することができる。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による公表をした場合においては、独立行政法人国民生活センター法

（平成十四年法律第百二十三号）第四十四条第一項の規定によるほか、国民生活センターに対し、第一

項の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報の消費者に対する提供に関し必要な措置をとるこ

とを求めることができる。 

４ 独立行政法人国民生活センター法第四十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（事業者に対する勧告及び命令）  

第四十条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合

（当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等の発生（以

下「重大生命身体被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基

づく措置がある場合を除く。）において、重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があ

ると認めるときは、当該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の

事項を共通にする商品等を含む。以下この項において同じ。）又は役務を供給し、提供し、又は利用に

供する事業者に対し、当該商品等又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、

役務の提供の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかった場合において、重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認

めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが できる。 

３ （略） 

４ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合（当該多数消費者財産被害事態による被害

の拡大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類似の多数消費者財産被害事態の発生（以下こ

の条において「多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るために実

施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。）において、多数消費者財産被害事態による

被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被害事態を発生

させた事業者に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめその他の必要
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な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

５ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかった場合において、多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大の防止を図るため特

に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが

できる。  

６～８ （略）  

 

（報告、立入調査等） 

第四十五条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、

その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは

質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。た

だし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。 

２ 前項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

 

○消費者安全法施行令（平成二十一年政令第二百二十号） 

（消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為）  

第三条 法第二条第五項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。  

一～三 （略）  

四 次のイ又はロのいずれかに該当する契約を締結し、又は当該契約の締結について消費者を勧誘する

こと。  

イ （略） 

ロ 消費者契約法第八条第一項、第九条又は第十条の規定その他の消費者と事業者との間の契約の条

項の効力に関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるも

のによって無効とされる契約の条項を含む契約 

五 消費者との間の契約に基づく債務又は当該契約の解除若しくは解約によって生ずる債務の全部又

は一部の履行を正当な理由なく、拒否し、又は著しく遅延させること。  

六・七 （略） 

 

 

○不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）（抄） 

（目的）  

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止する

ため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について

定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。  

 

（不当な表示の禁止）  

第四条 （略） 

２ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認め

るときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第

六条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。  

 

（措置命令）  

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為

があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止する

ために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令
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は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。  

一 当該違反行為をした事業者  

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけ

る合併後存続し、又は合併により設立された法人  

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係

る事業の全部又は一部を承継した法人  

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 

 

（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、

若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業

に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２ 都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると

認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは

表示に関する報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者

若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立

ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ

ばならない。  

４ 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

○ 特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）（抄） 

（合理的な根拠を示す資料の提出）  

第六条の二 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを

判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、

当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合におい

て、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第八条第一項の規

定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを

告げる行為をしたものとみなす。 

 

（指示）  

第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六

条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入

者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提

供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。  

一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しく

は役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させるこ

と。  

二～四 （略） 

 

（指示）  

第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三（第五項を除

く。）若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る

取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その

販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。  

一 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しく

は役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させるこ

と。  



- 5 - 

 

二・三 （略） 

 

 （報告及び立入検査）  

第六十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところによ

り販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う

者（以下この条において「販売業者等」という。）に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出

を命じ、又はその職員に販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査

させることができる。  

２ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関

連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者（以下この項

において「密接関係者」という。）に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者

の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

３ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者（次

項の規定が適用される者を除く。）に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告

又は資料の提出を命ずることができる。  

４ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法 （昭和五十

九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用

者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第二号に規定する電気通信設備を識別する

ための文字、番号、記号その他の符号（電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表

示されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に

関するものに限る。）を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、

住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができ

る。  

５ 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に

対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人

の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること

ができる。  

６ 第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告

受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、

第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは、「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引

電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものと

する。  

７ 第一項若しくは第二項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）又は第五項の規定によ

り立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。  

８ 第一項若しくは第二項（これらの規定を第六項において準用する場合を含む。）又は第五項の規定に

よる立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

 

 

○消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）（抄） 

（任務）  

第三条 消費者庁は、消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第二条の消費者の権利の尊重及びそ

の自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができ

る社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的

な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任

務とする。 
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○民事保全法（平成元年法律第九十一号）（抄） 

（本案の訴えの不提起等による保全取消し）  

第三十七条 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期

間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起してい

るときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。  

２ 前項の期間は、二週間以上でなければならない。  

３ 債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債

務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。  

４～８ （略）  

 

 

○民事執行法（昭和五十四年法律第四号）（抄） 

（実施決定）  

第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本（債務名義

が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有

する支払督促であるものを除く。）を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産

開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づ

く強制執行を開始することができないときは、この限りでない。  

一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続（申立ての日より六月以上前に終了したものを除

く。）において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。  

二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られない

ことの疎明があつたとき。  

２ 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有すること

を証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決

定をしなければならない。  

一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続（申立ての日より六月以上前に終了したものを除

く。）において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。  

二 知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得

られないことの疎明があつたとき。  

３ 前二項の規定にかかわらず、債務者（債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債

務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。）が前二項の申立ての日前三年以

内に財産開示期日（財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。）においてその財産について陳述をした

ものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次に掲げる事由

のいずれかがある場合は、この限りでない。  

一 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。  

二 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。  

三 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。  

４ 第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定（第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の

文書の写し）を債務者に送達しなければならない。  

５ 第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。  

６ 第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。  

 

 

○東京都消費生活条例（平成六年条例第一一〇号）（抄） 

（消費者訴訟の援助）  

第三十一条 知事は、事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)

が、事業者を相手に訴訟を提起する場合又は事業者に訴訟を提起された場合で、次に掲げる要件(都民

の消費生活に特に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると知事が認めるときは、第一号に掲げ

る要件は除く。)を満たすときは、委員会の意見を聴いて、当該被害者に対し、当該訴訟に係る経費(以



- 7 - 

 

下「訴訟資金」という。)の貸付け、当該訴訟を維持するために必要な資料の提供その他訴訟活動に必

要な援助を行うことができる。 

一 当該訴訟に係る経費が被害額を超え、又は超えるおそれがあるため、自ら訴訟により被害の救済を求

めることが困難なこと。 

二 同一又は同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ、又は生ずるおそれがあること。 

三 当該被害に係る紛争の解決が委員会の審議に付されていること。 

四 当該被害者が、当該貸付けの申込みの日前三月以上引き続き都内に住所を有すること。  

 

(貸付けの範囲及び額) 

第三十二条 訴訟資金の貸付けの範囲は、当該訴訟の遂行に要する裁判手続費用、弁護士費用その他訴訟

に要する費用及び権利の保全に要する費用並びに強制執行に要する費用(以下「訴訟等の費用」という。)

とし、その額は、規則で定める。 

 

 

○割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）（抄） 

（営業保証金の供託等）  

第十六条 許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。  

２ 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附

して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  

３ 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始して

はならない。 

 

 

○旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）（抄） 

（営業保証金の供託）  

第七条 旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。  

２ 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、

その旨を観光庁長官に届け出なければならない。  

３ 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。  

４ 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者

が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなけれ

ばならない。  

５ 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項

の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。  

 

 

○宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）（抄） 

（営業保証金の供託等）  

第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならな

い。  

２ 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情

及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。  

３ 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交

通省令で定める有価証券（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二百七十

八条第一項に規定する振替債を含む。）をもつて、これに充てることができる。  

４ 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを

添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。  

５ 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。  

６ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が
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第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。  

７ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四

項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。  

８ 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加

の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置（経過措置に関し監督上必要な措置を含む。）を定め

ることができる。 

 

 

○銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（抄） 

（業務の停止等）  

第二十六条 内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らし

て、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、

措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求

め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行

の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命

ずることができる。  

２ （略） 

 

第六十五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行（銀行が第四十一条第一号から第

三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行で

あつた会社を含む。）の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しく

は清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者（銀行議決権大量保有者が銀

行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大

量保有者が法人等（法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において

同じ。）であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、

管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人）、銀行主要株主（銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつ

た場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執

行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員

又は清算人）、特定主要株主（特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた

場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行

役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又

は清算人）、銀行持株会社（銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつ

た会社を含む。）の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清

算人、特定持株会社（特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株

会社であつた会社を含む。）の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、

業務を執行する社員若しくは清算人又は銀行代理業者（銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執

行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は

清算人）は、百万円以下の過料に処する。  

一～九 （略） 

十 第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善

計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令（業務の全部又は一部の停止の命令を除く。）

若しくは第二十九条、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三

十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。  

十一～二十一 （略） 

 

 

○保険業法（平成七年法律第百五号）（抄） 

（業務の停止等）  

第百三十二条 内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状
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況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必

要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性

を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の

限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該保険

会社の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。  

２ （略） 

 

（供託）  

第百九十条 （略） 

２ 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社

等に対し、その日本における保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の

金銭の供託を命ずることができる。  

３ （略） 

４ 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社

等と前項の契約を締結した者又は当該外国保険会社等に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部

を供託すべき旨を命ずることができる。  

５～１１ （略）  

 

 

○関税法（昭和二十九年法律第六十一号）（抄） 

（輸出差止申立てに係る供託等）  

第六十九条の六 税関長は、第六十九条の四第一項（輸出してはならない貨物に係る申立て手続等）の規

定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立

てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を

輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申

立てをした者（以下この条において「申立人」という。）に対し、期限を定めて、相当と認める額の金

銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。  

２～１１ （略） 

 

（輸入差止申立てに係る供託等）  

第六十九条の十五 税関長は、第六十九条の十三第一項（輸入してはならない貨物に係る申立て手続等）

の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該

申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨

物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当

該申立てをした者（以下この条において「申立人」という。）に対し、期限を定めて、相当と認める額

の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。  

２～１１ （略） 

 

 

○会社法（平成十七年法律第八十六号）（抄） 

（会社の解散命令）  

第八百二十四条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができ

ないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解

散を命ずることができる。  

一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。  

二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年

以上その事業を休止したとき。  

三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱

し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警
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告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。  

２ 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てによ

り、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。  

３ 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明し

なければならない。  

４ 民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）第七十五条第五項 及び第七項 並びに第七十六条 から第八十

条 までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。  

 

（会社の財産に関する保全処分）  

第八百二十五条 裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権

者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財

産に関し、管理人による管理を命ずる処分（次項において「管理命令」という。）その他の必要な保全

処分を命ずることができる。  

２～７ （略） 

 

 

○破産法（平成十六年法律第七十五号）（抄） 

（破産手続開始の原因）  

第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、

決定で、破産手続を開始する。  

２ 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。  

 

（法人の破産手続開始の原因）  

第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」と

あるのは、「支払不能又は債務超過（債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することがで

きない状態をいう。）」とする。  

２ 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。  

（費用の予納）  

第二十二条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額

を予納しなければならない。  

２ 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

 

（債務者の財産に関する保全処分）  

第二十八条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、

破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分

その他の必要な保全処分を命ずることができる。  

２～６ （略） 

 

（破産財団の範囲）  

第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産（日本国内にあるかどうかを問わな

い。）は、破産財団とする。  

２～７ （略）  

 

（破産管財人の権限）  

第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、

裁判所が選任した破産管財人に専属する。  

２ （略） 

 

（保全管理命令）  



- 11 - 

 

第九十一条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者（法人である場合に限る。

以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。）の財産の管理及び処分が失

当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立

てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管

理人による管理を命ずる処分をすることができる。  

２～６ （略） 

 

 

○金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）（抄） 

（目的）  

第一条 この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業

の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再

生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこ

れらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確

保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。 

 

（更生手続開始の申立て）  

第十五条 協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実（次の各号に掲

げる場合のいずれかに該当する事実をいう。）があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続

開始の申立てをすることができる。  

一 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合  

二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合  

２及び３ （略） 

 

（更生手続開始の申立て）  

第百八十条 相互会社は、当該相互会社に更生手続開始の原因となる事実（次の各号に掲げる場合のいず

れかに該当する事実をいう。）があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすること

ができる。  

一 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合  

二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合  

２ （略） 

 

（更生手続開始の申立て等）  

第三百七十七条 監督庁は、金融機関、保険会社及び少額短期保険業者（以下この節において「金融機関

等」という。）に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるときは、当該金融機関等につい

て更生手続開始の申立てをすることができる。  

２ 監督庁は、前項の規定により金融機関の更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な

影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関

し、財務大臣に協議しなければならない。ただし、当該更生手続開始の申立てが株式会社商工組合中央

金庫についてのものである場合は、この限りでない。  

３ 監督庁は、第一項の規定により保険会社及び少額短期保険業者の更生手続開始の申立てをすることが

保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業

に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。 

４及び５ （略） 

 

（再生手続開始の申立て等）  

第四百四十六条 監督庁は、金融機関に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁

判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。  

２ 第三百七十七条第二項の規定は、監督庁が前項の規定によりする金融機関の再生手続開始の申立てに
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ついて準用する。  

３ （略） 

 

（破産手続開始の申立て等）  

第四百九十条 監督庁は、金融機関、金融商品取引業者（金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融

商品取引業者をいう。）、保険会社及び少額短期保険業者（以下この節において「金融機関等」という。）

に破産手続開始の原因となる事実があるときは、破産手続開始の申立てをすることができる。  

２ 第三百七十七条第二項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融機関の破産手続開始の申立てに

ついて、同条第三項の規定は監督庁が前項の規定によりする保険会社及び少額短期保険業者の破産手続

開始の申立てについて、それぞれ準用する。  

３ 監督庁は、第一項の規定により金融商品取引業者の破産手続開始の申立てをすることが有価証券の流

通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るため

に必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。  

４ （略） 

 

（保全処分の申立て等）  

第四百九十四条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法

第二十八条第一項 （同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規

定による申立てをすることができる。  

２ 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条 前段の規定にかかわらず、同法第二十八

条第一項 の規定による保全処分又は同条第二項 （同法第三十三条第二項 において準用する場合を含

む。）の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。  

３ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。  

 

（保全管理命令の申立て等）  

第四百九十五条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法

第九十一条第一項 （同条第三項 において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による申

立てをすることができる。  

２ 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条 前段の規定にかかわらず、同法第九十一

条第一項 の規定による処分又は同条第四項 の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。  

３ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。 

 

 

○「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正す

る法律案」（平成二十年閣法第七十三号）（抄） 

（課徴金納付命令） 

第六条の二 事業者が、第四条第一項の規定に違反する行為（同項第一号又は第二号に該当するものに限

る。）をしたときは、公正取引委員会は、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為に係る表示

が不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められなくなる日までの期間（当該期

間が三年を超えるときは、当該行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれが

あると認められなくなる日からさかのぼつて三年間とする。）における当該商品又は役務の政令で定める

方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命

じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの全期間

において当該行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつ

き相当の注意を著しく怠つた者でないと認められるとき、又はその額が三百万円未満であるときは、そ

の納付を命ずることができない。 

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事

実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示

す表示 
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 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であ

ること又は事実と相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方

に著しく有利であることを示す表示 

 

 

○不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）（抄） 

（不当な表示の禁止）  

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示を

してはならない。  

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優

良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給して

いる他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般

消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの  

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の

商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一

般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選

択を阻害するおそれがあると認められるもの 


